
市内社会福祉法人にかかる虐待通報について 

 

１ 概要 

  市内の社会福祉法人が運営する障害者福祉施設において、複数施設に及ぶ虐待事案の可能性がある

ことが判明したので、近隣市と連携し、当該法人施設職員を対象としたアンケート調査を行いまし

た。これに基づく関係職員等への聞き取り調査を終えたため、現時点での状況をご報告いたします。 

  なお、虐待疑いの通報等があった際は、聞き取り調査等により事実確認を行った上で、虐待の事実

があったと判断された場合は、業務改善計画の提出等、虐待防止法及び国の手引きを踏まえた対応を

行っております。 

 

２ 対象法人及び運営施設 

(1)  対象法人 

   社会福祉法人ときわ会 

(2)  運営施設 

①通所事業所 ６カ所 

あさやけ作業所、あさやけ風の作業所、あさやけ鷹の台作業所、あさやけ第二作業所、サング

リーン、あさやけ喜平橋食堂 

   ②グループホーム ６カ所 

    共同ホームサンライズ、共同ホームつくしんぼ、共同ホームはやぶさ、共同ホームさらさ、共

同ホーム一歩、共同ホームこげら 

 

３ 当該法人にかかる令和４年度虐待通報等への対応 

  当該法人に関しては、令和４年度において、虐待疑いの通報が３件あり、調査を行った結果、虐待の

判断に至ったものが１件、虐待の判断に至らなかったものが２件ありました。 

  調査結果で虐待の判断に至った１件につきましては、東京都に報告するとともに、当該施設へ業務

改善計画の提出を求めました。 

  なお、その他、相談に類するものが２件あり、当該事業所への助言を行いました。 

 

４ 令和５年度アンケート調査の概要 

  令和５年度に当該法人で複数の虐待事案の発生が疑われたため、概要で述べたとおり、施設職員等

を対象としたアンケート調査を行いました。詳細は以下のとおりです。 

(1) 調査概要 

①配布対象者 

当該法人が運営する施設の全職員等を対象 

②調査期間 

令和５年６月２６日から令和５年７月２０日まで 

  ③回答者数 

アンケート調査の回答には、虐待に限らず意見等も含まれたものがありましたが、概ね、対象

者の１割程度の方から記述（意見・要望等を含んだもの）がありました。 

  ④施設職員等へのヒアリング期間 

   令和５年７月１４日から令和５年１０月１３日まで（一部、追加案件については別途実施予定） 

(2) 聞き取り調査結果 

調査対象となった複数施設の関係職員等への聞き取り調査を実施した結果、現時点で２件の虐待

（心理的虐待）の判断に至った事案がありました。 



 

５ 今後の対応について 

  令和４年度分につきましては、前述したとおり、虐待防止法や国の手引きを踏まえ、市としての対応

を行っております。 

令和５年度分につきましては、現時点で虐待の判断に至った２件について、既に東京都への報告を行

うとともに、業務改善計画の提出を求めております。その他、判断中のものについては、結果が出次第、

適切な対応を行ってまいります。 

 

 

以上 

 


